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 表 27 によると、「子の意識尊重度」、「高齢者包摂度」については、職種との間に統計

的な有意差は見られない。また、「犯罪被害者尊重度」については、全体的に数値が高

く、有意差が現れていない。 

 

表 27  

 

 

 その他の 15 種の人権意識度は、職種の違いによる人権意識度の違いが認められた。総

じて、「公務員・教員」の人権意識度は相対的に他の職種よりも高い。しかし、「公務員・
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教員」でも、「差別非許容度」2.8、「寝た子を起こす度」3.1、「部落忌避反対度」3.0、

「子ども理解度」3.1、「男性優位否定度」3.1 など、決して高い数値とは言えない。 

 個々の職種ごとの解説は行わないが、数値の低い職種において、今後の人権学習や人権

啓発のあり方について検討するうえでの参考にしていただきたい。 

 表 28 は、地区と各人権意識度との関連を示したものである。 

 一部の人権意識度について地域差が認められることのみ指摘しておこう。 
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表 28 

 

4 結婚における人権意識 

 本調査では、子どもや自分の結婚の選択場面を想定して、人権意識を問う設問が用意さ

れている。 

 具体的には、結婚相手が、「外国籍・他民族の人」、「本人または家族に障害のある人」、

「被差別部落出身の人」、「刑を終えて出所した人またはその家族」の場合の対応を問うも
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のである。選択肢は、自分の子どもの結婚相手については、「子どもの意思を尊重する」、

「周囲の反対があれば結婚を認めない」、「結婚を認めない」、「わからない」である。ま

た、自分の結婚相手について親戚から反対された場合を想定して、「親戚を説得する」、

「説得はせず結婚する」、「結婚を諦める」、「わからない」の選択肢が用意されている。 

 それぞれ、どのような人権意識の持ち主が結婚相手の選択において前向きな対応をする

のだろうか。以下では、人権意識度と結婚相手についての判断との相関係数を求めること

によって検討する。 

 また、今回、試みとして、結婚相手が、「外国籍・他民族の人」、「本人または家族に障

害のある人」、「被差別部落出身の人」、「刑を終えて出所した人またはその家族」を別々に

分析するのではなく、すべてまとめて、関連すると考えられる人権意識度との相関を求め

ることにした。 

結果は、表 29 のとおりである。相関係数が.200 以上の箇所について太字にしている。 

 表 29 より、以下のような解釈ができる。 

① 人権尊重理解度、差別理解度、差別非許容度は、子の結婚相手にせよ、自分の結婚相

手にせよ、「外国籍・他民族の人」、「本人または家族に障害のある人」、「被差別部落

出身の人」、「刑を終えて出所した人またはその家族」のいずれとも高い関連がある。

すなわち、総じて、上記の人権意識が高いほど、結婚相手について、「外国籍・他民

族の人」、「本人または家族に障害のある人」、「被差別部落出身の人」、「刑を終えて出

所した人またはその家族」を理由とした排除をしない傾向にある。 

② 部落忌避反対度が高いほど、子の結婚相手や自分の結婚相手が「被差別部落出身の

人」であることを理由とした排除をしない傾向にある。のみならず、「外国籍・他民

族の人」、「本人または家族に障害のある人」、「刑を終えて出所した人またはその家

族」であることを理由に排除しない傾向にある。 

③ 障害者包摂度が高いほど、子の結婚相手や自分の結婚相手が「本人または家族に障害

のある人」を理由に排除しない傾向にある。のみならず、「外国籍・他民族の人」、

「被差別部落出身の人」、「刑を終えて出所した人またはその家族」を理由とした排除

をしない傾向にある。 

④ 外国籍包摂度、外国籍尊重度が高いほど、子の結婚相手や自分の結婚相手が、「外国

籍・他民族の人」を理由に排除しない傾向にある。のみならず、「本人または家族に

障害のある人」、「被差別部落出身の人」、「刑を終えて出所した人またはその家族」を

理由とした排除をしない傾向にある。 

⑤ 寝た子起こす度についても、子の結婚相手や自分の結婚相手として、「被差別部落出

身の人」と関連が認められる。しかし、総じて、「外国籍・他民族の人」、「本人また

は家族に障害のある人」、「刑を終えて出所した人またはその家族」については、他の

人権意識度との関連よりも弱いことがわかる。 

従来から同和問題において問題視されてきた、いわゆる“寝た子を起こすな”意識は、

それ自体は、人権学習や人権啓発の推進にネガティブな意識として問題であるとして

も、部落忌避意識と比べると、「被差別部落出身の人」を結婚相手から強く排除する

要因にはなっていないことがうかがえる。 
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表 29 

 

 

これらの結果は、人権尊重理解度、差別理解度、差別非許容度を高めることが、結婚相

手として、「外国籍・他民族の人」、「本人または家族に障害のある人」、「被差別部落出身

の人」、「刑を終えて出所した人またはその家族」を排除する意識を低くする可能性のある

こと、また、被差別部落の人の人権、外国籍・他民族の人の人権、障害者の人の人権、犯

罪被害者の人権といった個別の人権意識を高めることが、他の人権課題についての人権意

識を高めることにも関連することが示唆される。 
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5 人権学習・人権啓発と人権意識度 

 人権意識が高くなるのは、当然ながら、人権学習や人権啓発の影響が大きいものと推測

される。 

 そこで、当市において、実施されてきたさまざまな機会での人権学習や人権啓発が人権

意識度にどのような影響を及ぼしてきたといえるか検討したい。 

 人権学習についての設問は、さまざまな人権学習の機会で人権に関して理解が深まった

かどうかを問うものである。 

 表 30 は、人権学習についての度数分布である。 

 

表 30 

 

 

 これら 1 から 8 の人権学習において、「理解が深まった」場合のみ、「人権学習の効果

があった」と言える。たとえ、人権学習を経験しても、「理解が深まらなかった」場合や

「覚えていない」場合は、人権学習の効果があったとは言えない。 

 そこで、「理解が深まった」を 1，それ以外は 0 と点数化する。そのうえで、1 から 8

について、「理解が深まった」という人権学習の機会の多さを、人権学習効果の高さと暫

定的に捉えることにする。「人権学習理解機会数」は 0 回から 8 回に分布する。 

 集計結果は、表 31-1 のとおりである。 

 


